
 

 

埼玉県森をまもる活動支援事業補助金交付要綱 

 

                     （平成１４年６月４日決裁） 

                                          （平成２２年４月１日一部改正） 

                     （平成２３年４月１日一部改正） 

                     （平成２５年４月１日一部改正） 

（平成２６年５月１日一部改正） 

                     （平成２７年５月１日一部改正） 
                     （平成２９年５月２６日一部改正） 
                     （平成３０年７月１９日一部改正） 
                     （令和元年７月２５日一部改正） 
                     （令和２年６月４日一部改正） 
                     （令和３年６月４日一部改正） 
                     （令和４年９月１日一部改正） 
                     （令和４年１０月３日一部改正） 
                     （令和５年１０月２日一部改正） 
 

（趣旨） 

第１条 県は、適切な森林整備を推進することにより森林の有する多面的機能の発揮 

を図るため、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成 30

年３月 30 日付け 29 林政政第 893 号以下農林水産省事務次官通知。「実施要綱」とい

う。）及び林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領（令和５年３月 30 日付け４林

政経第 899 号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。）に基づいて事業を行う市町

村に対し、当該事業に要する経費について、毎年度、予算の範囲内において補助金を交

付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年

埼玉県規則第１５号。以下「県規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表第１のとおりとする。 

２ 別表第１の事業の欄に掲げる１及び２の経費の相互間の流用をしてはならない。 

 

（申請書の様式等） 

第３条 県規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとし、その提出期

限は、毎会計年度定めるものとし、その提出部数は１部とする。 

 

（添付書類の省略） 

第４条 県規則第４条第２項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（軽微な変更） 

第５条 県規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は、別表第２の

とおりとする。 



 

 

 

（事業変更等の承認申請） 

第６条 市町村長は、県規則第６条第 1 項第 1 号の規定に基づいて、補助事業等に要す

る経費の配分又は補助事業等の内容を変更する場合は、様式第２号の変更承認申請書１

部を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定通知書） 

第７条 県規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

 

（状況報告） 

第８条 市町村長は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該

要求に係る事項を書面で知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書の様式等） 

第９条 県規則第１３条の報告書の様式は様式第４号のとおりとし、その提出部数は 

１部とする。 

２ 県規則第１３条の報告書の提出期限は、補助事業の完了（補助事業の廃止、事業年度

の完了の場合を含む。）後３０日以内とする。 

 

（概算払の請求） 

第１０条 市町村長は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第５号の請求書

を知事に提出しなければならない。 

 

（報告書の提供） 

第１１条 市町村長は、交付対象者が事業の完了後、実施要領に基づいた行為の実績及

び森林経営計画策定又は間伐の実施状況について提出された報告書を、都道府県知事

に提供するものとする。 

 

（書類の整備等） 

第１２条 市町村長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業完了の日の属する会計年度の

翌年度の会計年度から５年間整備保管しておかなければならない。 

 

（書類の経由） 

第１３条 県規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類は、所轄の農林振興セン 

ター又は林業事務所の長を経由しなければならない。 

 

（細則への委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１５条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の



 

 

交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したも

のとする。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成１４年６月４日から施行し、平成１４年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成１９年６月１日から施行し、平成１９年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２１年１０月２１日から施行し、平成２１年度の補助金から適用

する。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の補助金から適用する。 

  

 附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２５年５月１日から施行し、平成２６年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２７年５月１日から施行し、平成２７年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２９年５月２６日から施行し、平成２９年度の補助金から適用す

る。 

 附 則 

１ この要綱は、平成３０年７月１９日から施行し、平成３０年度の補助金から適用す

る。 

 附 則 

１ この要綱は、令和元年７月２５日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和２年６月４日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和３年６月４日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和４年９月１日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和４年１０月３日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和５年１０月２日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

  



 

 

別表第１（第２条関係） 

事 業 経 費 の 内 容 補 助 率 等 

 

１ 森林整備 

  地域活動 

  支援事業 

 

 

１ 実施要領の別表２のⅠ
の２の１の(2)の②の市町
村長との協定（以下「市
町村長との協定」という
。）に基づき交付対象者
が行う、同別表２のⅠの
２の１の表の(1)の事業内
容に記載された地域活動
に要する経費（※１） 

 
 
２ 市町村長との協定に

基づき交付対象者が行
う、実施要項の別表２
のＩの２の１の表の (2)

の事業内容に記載され
た地域活動に要する経
費（※２） 

 
 
 
 
３ 市町村長との協定に基

づき交付対象者が行う
、実施要領の別表２のⅠ
の２の１の表の(3)の事業
内容に記載された地域活
動に要する経費（※３
） 

 
 
 
 
４ １又は２の協定に基づ
き協定期間内を通じて地
域活動を行った交付対象
者に交付金を交付するの
に要する経費（※４） 

 

１ 事業費の３/４以内 
  ただし、上限は実施要領の別表
２のⅠの２の１の(2)の③のアの
（イ）の表のＢに定める交付単価
に同別表２のⅠの２の１の(2)の
③のアの（ア）のｂにより算定し
た積算基礎森林の面積を乗じた額
の３/４ 

 
 
 
２ 事業費の３/４以内 
  ただし、上限は実施要領の別表
２のⅠの２の１の(2)の③のイの
（イ）の表のＢに定める交付単価
に同別表２のⅠの２の１の(2)の
③のアの（ア）のｂにより算定し
た積算基礎森林の面積を乗じた額
の３/４ 

 
 
 
３ 事業費の３/４以内 
  ただし、上限は実施要領の別表
２のⅠの２の１の(2)の③のウの地
方公共団体が国の交付金と連携して
一体的に交付金の交付を行う場合の
当該交付金の単価（１ヘクタール当
たり5,000円）に同別表２のⅠの２
の１の(2)の③のウの(ア)のｂによ
り算定した積算基礎森林の面積を乗
じた額の３/４ 
 
４ 事業費の３/４以内 
  ただし、上限は実施要領の別
表２のⅠの２の１の(2)の③のエ
の地方公共団体が国の交付金と
連携して一体的に交付金の交付
を行う場合の当該交付金の単価
（１ヘクタール当たり40,000円
）に同別表２のⅠの２の１の(2)
の③のエの（ア）のｂにより算
定した積算基礎森林の面積を乗
じた額の３/４ 



 

 

 

２  森林整備

地域活動支

援推進事業 

 

 市町村が実施要領の別表

２のⅠの２の１の(2)の④

のアの(イ)に基づいて行う

事務に要する経費 

 

  当該補助事業に要する経費以内 

  ただし、森林整備地域活動支援

事業で要した交付金の合計額に２

％を乗じた額を超えない額とする

。 

※１ この経費の対象となる地域活動を「森林経営計画作成促進」という。 
※２ この経費の対象となる地域活動を「森林境界の明確化」という。 
※３ この経費の対象となる地域活動を「森林所有者の探索」という。 
※４ この経費の対象となる地域活動を「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向

けた条件整備」という。 
  



 

 

別表第２（第５条関係） 

 

事 業 

 

経費の配分の変更 

 

事業の内容の変更 

１ 森林整備 

  地域活動支 

  援事業 

 

 

 

 

２  森林整備 

 地域活動支 

  援推進事業 

 

  次に掲げる変更以外の変更 

 別表第１の２の経費の内容欄に 

 掲げるそれぞれの経費間の３０ 

 ％を超える増減 

 

 

   次に掲げる変更以外の変更 

実施要領の別表２のⅠの２

の１の(2)の④のアの(イ)に記

載される事務の追加及び削減 

  

 



 

 

別紙  

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において

は、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことによ

り、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  

 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成 23 年埼玉県条例第

39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場

合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である

とき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持っ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下「委託契約等」とい

う。）を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）までのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに該当する第三者と委託契

約等を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法人等に対して当該委託契約等の解除を

求め、法人等がこれに従わなかったと認められるとき。 

 

   所 在 地：                                            

 

      事 業 者 名：                                            

 

      代表者職・氏名：                                           

  



 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

                                                         番     号 

                                                         年  月  日 

 

 

（あて先）  

埼玉県知事 

 

 

                                        市町村長           

 

 

令和  年度森林整備地域活動支援事業(及び森林整備地域活動支援推進事業） 

交付申請書 

 

 下記により、令和  年度森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推

進事業）補助金の交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第４条の規

定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                  円 

 

２ 事業の目的 
 
３ 事業完了予定年月日           年  月  日 

 

 

（注） （）内事業名は、森林整備地域活動支援推進事業を実施しない場合、削る。 

 

 



 

 

４ 事業の内容及び経費の配分 

（１）積算基礎森林面積及び交付額 

（注）１ 「協定締結数」は、該当区分の協定締結数を記載する。なお、複数の区分を含

む協定は、最上段にある区分欄のみ裸書の数字を記載し、それ以外の区分欄では（）内に

記載する。 

２ 「積算基礎森林面積」は、小数点以下第２位まで記載する。 

３ 「森林経営計画作成促進」における「積算基礎森林面積」欄について、実施要

区     分 
協 定 

締結数 
積算基礎森林面積(ha) 交付額(円) 

森林経営
計画作成
促進 
 
 

経営委託  

実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算面積  

共同計画等 

（ ） 実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算面積  

間伐促進 

（ ） 実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算  

計 

（ ） 実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算  

森林境界
の明確化 

森林境界の測量 

（ ） 実施面積  

 

うち精度向上加算面積  

うちリモセン加算面積  

うち不在村加算面積  

森林の境界案の
作成 

（ ） 実施面積 

  

森林所有者の探索 
（ ） 実施面積 

  

森林経営
計画作成
・森林境
界の明確
化に向け
た条件整
備 

森林経営計画作
成促進 

（ ） 実施面積 

  

森林境界の明確
化 

（ ） 実施面積 

  

計 
（ ） 実施面積 

  

合計 
（ ） 実施面積 

  



 

 

領別表２の I の２の１の（２）の③のアの（ア）のｂの（ａ）及び（ｂ）に

規定する森林の面積の内訳を記載し、実施要領別表２のⅠの２の１の（２）

の③のアの（イ）のｂの表に定める交付単価の加算が適用される森林の面積

を内書きで記載する。 

４ 「森林境界の明確化」の「積算基礎森林面積」欄について、実施要領別表２の

Ⅰの２の１の（２）の③のイの（イ）のｂ、ｃ、及びｄの表に定める交付単

価の加算が適用される森林の面積を内書きで記載する。 

 

５ 推進事務における地域説明会の開催計画 

開催時期 説明内容 備考 

   

 
６ 確認計画 

（１） 書類審査計画 
  ア ｢森林経営計画作成促進｣に係るもの 

協定数 審査件数 備考 

   

 

 

 

 

   イ 「森林境界の明確化」に係るもの 

協定数 審査件数 備考 

   

 

   ウ 「森林所有者の探索」に係るもの 

協定数 審査件数 備考 

 

 

  

 

エ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に係るもの 

協定数 実施箇所数 協定締結者数 審査件数 備考 

     

 

 

 



 

 

 

（２） 現地確認計画 

確認の時期 確認体制 確認の方法 備考 

     

 

  （注）１ 確認の時期は、「○月末」等と記入する。 

  ２ 確認体制は、「職員○班体制により各団地を分担して確認」等と記入す

る。 

  ３ 確認の方法は、「現地調査」、「目視調査」等と記入する。 

 

７ 森林整備地域活動支援交付金推進事務実施計画の概要 

事業

実施

主体 

事業の内

容 
実施量 

単価 

(円) 

推進事務

費 

(円) 

負 担 区 分 

備考 補助金 

(円) 

市町村費 

(円) 

        

計 
       

  （注）実施量には回数、件数、部数、人数等を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８ 収支予算 

（１）収入の部 

区分 予算額 積算の基礎 備考 

県補助金 

 

市町村費 

（補助金） 

 

            円 

 

   

合計    

 

（２）支出の部 

区分 予算額 積算の基礎 備考 

県補助金 

 

市町村費 

（補助金） 

 

            円    

合計    



 

 

様式第２号（第６条関係） 

 

令和  年度森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進 

事業）変更承認申請書 

 

              番     号 

年  月  日 

 

 

（あて先）  

埼玉県知事 

 

 

                                        市町村長           

 

 

 令和  年  月  日付け   第   号で交付決定通知のあった森林整備地域

活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業）について、埼玉県森をまもる活動支

援事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり計画を変更したいので承認

されたく申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更計画の内容 

 

 

 

 

 

 

（注）１ （ ）内事業名は森林整備地域活動支援推進事業を行わない場合、削る。 

２ 以下様式第１号に準じて作成し、変更に係る部分を２段書きし、変更前のも

のを上段に書き下線を引くこと。 

 



 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

 

                                                         番     号 

                                                         年  月  日 

 

 

 市町村長         様 

 

 

                                        埼玉県知事          

 

 

令和  年度森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進 

事業）補助金交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付け  第    号で申請のあった令和  年度森林整備

地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業）補助金については、下記のとお

り交付する。 

 

記 

 

１ 交付金額                  円 

 

２ 事業の内容 

（１）補助金交付の対象となる事業は、令和  年  月  日付け  第   号で

申請のあった森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業）と

し、その内容は、申請書の補助対象事業の内容欄記載のとおりとする。 

（２）補助事業に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額

の区分は、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。 

 

３ 補助金の確定 

  補助金の確定は、別表第１の補助率等の欄から算定された額とする。 

 

４ 補助金等に関する法令の適用 

    この補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）に規定する間

接補助金に該当するので、同法令の適用がある。 

 

５ 補助事業者等の責務 

  市町村長は、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。



 

 

以下「県規則」という。）、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付

等要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 林政政第 893 号農林水産省事務次官通知。以下

「実施要綱」という。）及び林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領（令和５年３

月 30 日付け４林政経第 899 号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。）並びに交

付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

６ 補助条件 

    補助の条件は、次のとおりとする。 

（１）交付要綱第５条に規定する知事の承認を要しない変更以外の変更をする場合には、

知事の承認を受けなければならない。 

（２）市町村長は、事業費補助金に係る個々の事業の遂行が困難となった場合は速やか

に知事に報告し、その指示に従わなければならない。 

（３）市町村長は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当

該収入及び支出について、証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間

整備保管しなければならない。 

（４）市町村長は、（５）のイにより交付金の全部又は一部を交付対象者から返還された

場合は、その収入の全部又は一部に相当する額を県に納付しなければならない。 

（５）市町村長は、交付金の交付決定に当たり、次の条件を付すること。 

ア 適正化法、施行令、県規則、実施要綱、実施要領、交付要綱に従うべきこと。 

イ 適正化法、施行令、県規則、実施要綱、実施要領、交付要綱の規定に違反した場

合には、交付金の全部又は一部を返還させることがある。 

ウ この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業の終了の翌年度から起算して５

年間整備保管しなければならない。 

（６）市町村長が事業主体となって実施した事業が、適正化法、施行令、県規則、実施要

綱、実施要領、交付要綱の規定に違反した場合には、補助金の全部又は一部を返還さ

せることがある。 

 

（注）（ ）内事業名は、森林整備地域活動支援推進事業を実施しない場合、削る。 

 

 



 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

 

 令和 年度森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業） 

実績報告書 

 

 

                                                          番     号 

                                                          年  月  日 

 

 

（あて先） 

     埼玉県知事 

 

 

                                         市町村長                  

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた令和  年度

森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業）が完了したので、補助

金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり

報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額      金      円 

 

２ 事業の完了年月日       令和 年 月 日 

 

３ 事業の成果          別紙のとおり 

 

  



 

 

４ 事業に要した経費の精算に関する事項 

（１）収入の部 

区分 予算額 精算額 積算の基礎 備考 

県補助金 

 

市町村費 

（補助金） 

 

         円 

 

          円 

 

            

 

 

合計     

 

（２）支出の部 

区分 予算額 精算額 積算の基礎 備考 

県補助金 

 

市町村費 

（補助金） 

 

         円 

 

          円 

 

            

 

 

合計     

 

 （注） （ ）内事業名は、森林整備地域活動支援推進事業を行わない場合、削る。 

  



 

 

（別紙） 

１．積算基礎森林面積及び交付額 

 

（単位：ha、円） 

（注）１ 「協定締結数」は、該当区分の協定締結数を記載する。なお、複数の区分を含

む協定は、最上段にある区分欄のみ裸書の数字を記載し、それ以外の区分欄

では（）内に記載する。 

区     分 
協 定 

締結数 
積算基礎森林面積(ha) 交付額(円) 

森林経営
計画作成
促進 
 
 

経営委託  

実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算面積  

共同計画等 

（ ） 実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算面積  

間伐促進 

（ ） 実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算  

計 

（ ） 実施面積  

 

 合意が得られた面積  

 成果を提供した面積  

うち不在村加算  

森林境界
の明確化 

森林境界の測量 

（ ） 実施面積  

 

うち精度向上加算面積  

うちリモセン加算面積  

うち不在村加算面積  

森林の境界案の
作成 

（ ） 実施面積 

  

森林所有者の探索 
（ ） 実施面積 

  

森林経営
計画作成
・森林境
界の明確
化に向け
た条件整
備 

森林経営計画作
成促進 

（ ） 実施面積 

  

森林境界の明確
化 

（ ） 実施面積 

  

計 
（ ） 実施面積 

  

合計 
（ ） 実施面積 

  



 

 

２ 「積算基礎森林面積」は、小数点以下第２位まで記載する。 

３ 「森林経営計画作成促進」における「積算基礎森林面積」欄について、実施要

領別表２の I の２の１の（２）の③のアの（ア）のｂの（ａ）及び（ｂ）に

規定する森林の面積の内訳を記載し、実施要領別表２のⅠの２の１の（２）

の③のアの（イ）のｂの表に定める交付単価の加算が適用される森林の面積

を内書きで記載する。 

４ 「森林境界の明確化」の「積算基礎森林面積」欄について、実施要領別表２の

Ⅰの２の１の（２）の③のイの（イ）のｂ、ｃ、及びｄの表に定める交付単

価の加算が適用される森林の面積を内書きで記載する。 

 

２． 推進事務における地域説明会の開催実績 

開催時期 説明内容 備考 

           

        

  

 
 
３． 確認実績 

（１） 書類審査実績 
  ア ｢森林経営計画作成促進｣に係るもの 

協定数 審査件数 備考 

           

           

  

           

 

   イ 「森林境界の明確化」に係るもの 

協定数 審査件数 備考 

           

           

  

           

 

  ウ 「森林所有者の探索」に係るもの 

協定数 審査件数 備考 

 

 

  

 

エ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に係るもの 

協定数 実施箇所数 協定締結者数 審査件数 備考 

     

 

 

 

 



 

 

（２） 現地確認実績     

確認の時期 確認体制 確認の方法 備考 

     

 

  （注）１ 確認の時期は、「○月末」等と記入する。 

  ２ 確認体制は、「職員○班体制により各団地を分担して確認」等と記入す

る。 

  ３ 確認の方法は、「現地調査」、「目視調査」等と記入する。 

 

４ 森林整備地域活動支援交付金推進事務実施実績の概要 

事業

実施

主体 

区分 
事業の

内容 
実施量 

単価 

(円) 

推進事

務費 

(円) 

負 担 区 分 

備考 国費 

(円) 

都道府県

費 

(円) 

市町村費 

(円) 

          

計 
         

 （注）１ 区分は「市町村推進事務」と記入する。 

  ２ 実施量には回数、件数、部数、人数等を記入する。 

 

５．支出別内訳 

（単位：円） 

都道府県費 市町村費 計 

    

 

 

（注） 「都道府県費」欄には、国からの交付金により造成した資金からの取崩額

を含む額を記載し、「計」欄の額は、上記１の「交付額」欄に記載した金

額の合計並びに４の推進事務費欄の合計と一致させる。 



 

 

様式第５号（第１０条関係） 

 

 

 令和 年度森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業） 

概算払請求書 

 

 

年  月  日 

 

 

（あて先） 

     埼玉県知事 

 

                                         市町村長                  

 

                                            

 令和  年  月  日付け   第    号で補助金の交付決定通知のあった令

和  年度森林整備地域活動支援事業（及び森林整備地域活動支援推進事業）補助金に

ついて、下記の金額を概算払によって交付されたく請求します。   

 

記 

 

金             円 

 

 

 

 ※ 補助金の口座振替払いを希望する場合は、「債権者コード」又は「取引金融機関

名・店名・口座名義・預金種別・口座番号」を御記入ください。 

 

 債権者コード 

        

 

金融機関名 店名 口 座 名 義
（ ふ り が な ）

 預金種別 口座番号 

    

 普通・当座 

 

 

（注） （ ）内事業名は、森林整備地域活動支援推進事業を行わない場合、削る。 

 

 

 


